
議案第29号　練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則 （資料１）

議案第30号　練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を

改正する規則 （資料２）

議案第31号　練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則 （資料３）

令和6年陳情第4号

旭丘・小竹地区における新たな小中一貫教育校の設置について〔継続審議〕

令和７年度教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価

について〔継続審議〕

　

教育長報告

① 令和６年度歳入歳出決算について （資料４）

② 区立学校適正配置第二次実施計画（素案）に寄せられた意見と区の考え方 （資料５）

について

③ 区立学校適正配置第二次実施計画（案）について （資料６－１～２）

④ その他
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議案第２９号 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年９月２日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 
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   練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平

成12年３月練馬区教育委員会規則第１号）の一部をつぎのように改正する。 

 第14条第４項第２号中「および第18条」を「、第18条および第18条の３」に改

め、同項につぎの１号を加える。 

 ⑼ 育児休業法第19条第１項の規定により部分休業を承認されて勤務しなかっ

た期間 

 第30条第12項中「、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて」を削り、同

項ただし書を削る。 

 第30条の２第２項中「、正規の勤務時間の始めまたは終わりに」を削り、同条

第３項中「による部分休業」のつぎに「（以下「第１号部分休業」という。）」

を加え、「条例第18条の３第１項」を「次条第５項」に、「子育て部分休暇」を

「第１号子育て部分休暇」に、「当該部分休業」を「当該第１号部分休業」に改

める。 

 第30条の３第２項をつぎのように改める。 

２ 条例第18条の３第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」

という。）の申請をしようとする職員は、毎年４月１日から翌年３月31日ま

での期間ごとに、あらかじめ、つぎの各号に掲げる範囲内のうちいずれかの

範囲内で当該期間における子育て部分休暇を申請するかを委員会に申し出る

ものとする。 

 ⑴ １日につき２時間を超えない範囲内 

 ⑵ １年につき77時間30分を超えない範囲内 

 第30条の３第10項中「養育状況変更届（様式第14号）」を「養育状況変更届

（別記様式第14号）」に改め、同項を同条第16項とし、同条第９項第２号をつぎ

のように改める。 

 ⑵ 職員が第３項変更をしたとき。 
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 第30条の３第９項中第３号を削り、同条中第９項を第15項とし、同条第８項中

「子育て部分休暇承認取消申請書（様式第13号）」を「子育て部分休暇承認取消

申請書（別記様式第13号）」に改め、同項を同条第14項とし、同条中第７項を第

13項とし、第６項を第11項とし、同項のつぎにつぎの１項を加える。 

12 前項本文の規定にかかわらず、委員会は、つぎの各号のいずれかに該当する

場合については、子育て部分休暇を承認することができない。 

 ⑴ 第２号部分休業に係る申出（申出内容の変更による場合を含む。）をして

いる職員について、第１号子育て部分休暇の申請があった場合 

 ⑵ 第１号部分休業に係る申出（申出内容の変更による場合を含む。）をして

いる職員について、第２号子育て部分休暇の申請があった場合 

 第30条の３第５項中「申請は」を「申請、第２項申出および第３項変更は」

に、「子育て部分休暇承認申請書（様式第12号）」を「子育て部分休暇簿（別記

様式第12号）」に改め、同項を同条第10項とし、同条第４項中「その事由を確認

する必要があると認めるときは、」を「つぎの各号に掲げる場合にあっては、当

該各号に係る」に改め、同項につぎの各号を加える。 

 ⑴ 養育を必要とする事由を確認する必要があると認める場合 

 ⑵ 第２項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第３

項変更をしなければ当該子育て部分休暇に係る子の養育に著しい支障が生

じるか否かを判断するため必要があると認める場合 

 第30条の３中第４項を第９項とし、同条第３項中「育児休業条例第14条第１項

の規定による部分休業」を「第１号部分休業」に、「子育て部分休暇」を「第１

号子育て部分休暇」に、「当該部分休業」を「当該第１号部分休業」に改め、同

項を同条第６項とし、同項のつぎにつぎの２項を加える。 

７ 第２項第２号に掲げる範囲内で申請する子育て部分休暇（以下「第２号子育

て部分休暇」という。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。た

だし、つぎの各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める時間数の第２

号子育て部分休暇を承認することができる。 

 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であ
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って、当該勤務時間の全てについて申請があったとき 当該勤務時間の時

間数 

 ⑵ 第２号子育て部分休暇の残時間数に１時間未満の端数がある場合であっ

て、当該残時間数の全てについて申請があったとき 当該残時間数 

８ 育児休業条例第14条の２第１項の規定による部分休業（以下「第２号部分休

業」という。）の承認を受けて勤務しない時間がある職員に対する第２号子

育て部分休暇の承認については、第２項第２号に掲げる時間から、当該第２

号部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

 第30条の３第２項のつぎにつぎの３項を加える。 

３ 前項の規定による申出（以下「第２項申出」という。）をした職員は、配偶

者またはパートナーシップ関係の相手方が負傷または疾病により入院したこ

と、配偶者またはパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の当

該申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出内

容の変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ当該職員の子の養育

に著しい支障が生じると委員会が認める場合に限り、当該申出の内容を変更

することができる。 

４ 第２項申出をした職員は、当該申出をした範囲内（第３項変更をした場合に

あっては、その変更後の範囲内）において、子育て部分休暇を申請すること

ができる。 

５ 第２項第１号に掲げる範囲内で申請する子育て部分休暇（以下「第１号子育

て部分休暇」という。）の承認は、30分を単位として行うものとする。 

 第30条の７のつぎにつぎの見出しおよび７条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等） 

第30条の８ 条例第18条の６第１項第１号の規則で定める制度または措置（以下

「出生時両立支援制度等」という。）は、つぎに掲げる制度または措置とす

る。 

 ⑴ 育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務 
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 ⑵ 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業 

 ⑶ 条例第11条第１項の規定による深夜勤務の制限 

 ⑷ 条例第11条の２第１項の規定による超過勤務の制限 

 ⑸ 条例第11条の３第１項の規定による超過勤務の制限 

 ⑹ 条例第17条第１項に規定する育児時間 

 ⑺ 条例第17条第１項に規定する出産支援休暇 

 ⑻ 条例第17条第１項に規定する子の看護等のための休暇 

 ⑼ 条例第18条の３に規定する子育て部分休暇 

第30条の９ 条例第18条の６第１項第１号の規則で定める事項は、つぎに掲げる

事項とする。 

 ⑴ 出生時両立支援制度等 

 ⑵ 出生時両立支援制度等の請求先、申告先または申請先 

 ⑶ 地方公務員等共済組合法第70条の５第１項に規定する育児時短勤務手当金

その他これに相当する給付に関する必要な事項 

第30条の10 条例第18条の６第１項または第２項の規定により、職員に対してこ

れらの項の各号に掲げる措置を講じる場合は、つぎの各号に掲げるいずれか

の方法（第３号に掲げる方法については、当該職員が希望する場合に限

る。）によって行わなければならない。 

 ⑴ 面談による方法 

 ⑵ 書面を交付する方法 

 ⑶ 電子メール等の送信による方法（当該職員が当該電子メール等の記録を出

力することにより書面を作成することができるものに限る。） 

第30条の11 条例第18条の６第１項第３号および第２項第３号の規則で定める事

項は、つぎに掲げる事項とする。 

 ⑴ 始業または終業の時刻 

 ⑵ 勤務の場所 

 ⑶ 業務量の調整 

 ⑷ 前３号に掲げる事項のほか、委員会が別に定める事項 
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第30条の12 条例第18条の６第２項の規則で定める期間は、３歳に満たない子を

養育する職員の子が、１歳11月に達する日の翌々日から２歳11月に達する日

の翌日までの１年間とする。 

第30条の13 条例第18条の６第２項第１号の規則で定める制度または措置（以下

「育児期両立支援制度等」という。）は、つぎに掲げる制度または措置とす

る。 

 ⑴ 育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤務 

 ⑵ 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業 

 ⑶ 条例第11条第１項の規定による深夜勤務の制限 

 ⑷ 条例第11条の２第１項の規定による超過勤務の制限 

 ⑸ 条例第11条の３第１項の規定による超過勤務の制限 

 ⑹ 条例第17条第１項に規定する子の看護等のための休暇 

 ⑺ 条例第18条の３に規定する子育て部分休暇 

第30条の14 条例第18条の６第２項第１号の規則で定める事項は、つぎに掲げる

事項とする。 

 ⑴ 育児期両立支援制度等 

 ⑵ 育児期両立支援制度等の請求先、申告先または申請先 

 様式第12号をつぎのように改める。 
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 様式第13号中「様式第13号」を「別記様式第13号」に改める。 

 様式第14号中「様式第14号」を「別記様式第14号」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第30条の３の規定

による子育て部分休暇の申出および当該申出内容の変更ならびに申請は、こ

の規則の施行の日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ 改正後の規則第30条の３第２項第２号に掲げる範囲内において、この規則の

施行の日から令和８年３月31日までの間における練馬区立幼稚園教育職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年３月練馬区条例第72号）第

18条の３第１項に規定する子育て部分休暇の申請をする場合における同号の

規定の適用については、同号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と

する。 

４ この規則の施行の際、この規則による改正前の練馬区立幼稚園教育職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則様式第13号および様式第14号に

よる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することが

できる。 
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令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 

教育振興部教育指導課 

 

練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則に

関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由および内容 

⑴ 人事院規則（平成４年人事院規則19－０）の一部改正により、介護休暇

または介護時間を請求した場合において、勤務時間のはじめまたは終わり

に限り承認可能とする取扱いを廃止したため、所定の改正を行う。 

⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の一部

改正により、子育て部分休暇および育児部分休業に関する項目を追加する

等所要の改正を行う。 

⑶ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成３年法律第76号）の一部改正により、妊娠、出産等についての申

出をした職員に対する意向確認に関する項目を追加するため、所要の改正

を行う。 

 

２ 施行期日 
  令和７年10月１日 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（年次有給休暇の繰越し） （年次有給休暇の繰越し） 

第14条 ［略］ 第14条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 勤務実績を算定する場合において、つ

ぎに掲げる期間は、勤務した日数とみな

す。 

４ 勤務実績を算定する場合において、つ

ぎに掲げる期間は、勤務した日数とみな

す。 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

⑵ 条例第15条、第16条（日を単位とす

る場合を除く。）、第17条および第18

条の規定による休暇により勤務しなか

った期間 

⑵ 条例第15条、第16条（日を単位とす

る場合を除く。）、第17条、第18条お

よび第18条の３の規定による休暇によ

り勤務しなかった期間 

⑶～⑻ ［略］ ⑶～⑻ ［略］ 

［新設］ ⑼ 育児休業法第19条第１項の規定によ

り部分休業を承認されて勤務しなかっ

た期間 

  

（介護休暇） （介護休暇） 

第30条 ［略］ 第30条 ［略］ 

２～11 ［略］ ２～11 ［略］ 

12 時間を単位とする介護休暇は、正規の

勤務時間の始めまたは終わりにおいて、

１日を通じ４時間（当該介護休暇と要介

護者を異にする介護時間の承認を受けて

勤務しない時間がある日については、当

該４時間から当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間）を限度

として利用することができる。ただし、

当該日の他の休暇、職務専念義務の免除

等および当該介護休暇によりその日のす

べての正規の勤務時間について勤務しな

いこととなる場合には、当該日の当該介

護休暇は承認しない。 

12 時間を単位とする介護休暇は、１日を

通じ４時間（当該介護休暇と要介護者を

異にする介護時間の承認を受けて勤務し

ない時間がある日については、当該４時

間から当該介護時間の承認を受けて勤務

しない時間を減じた時間）を限度として

利用することができる。 

13～17 ［略］ 13～17 ［略］ 

（介護時間） 

第30条の２ ［略］ 

（介護時間） 

第30条の２ ［略］ 



 

12 
 

２ 介護時間の承認は、正規の勤務時間の

始めまたは終わりに、１日につき２時間

を超えない範囲内で、30分を単位として

行うものとする。 

２ 介護時間の承認は、１日につき２時間

を超えない範囲内で、30分を単位として

行うものとする。 

３ 練馬区職員の育児休業等に関する条例

（平成４年３月練馬区条例第23号。以下

「育児休業条例」という。）第14条第１

項の規定による部分休業、条例第17条第

１項の規定による育児時間、条例第18条

の３第１項の規定による子育て部分休暇

または練馬区職員の高齢者部分休業に関

する条例（令和５年６月練馬区条例第22

号。以下「高齢者部分休業条例」とい

う。）第２条第１項の規定による高齢者

部分休業の承認を受けて勤務しない時間

がある職員に対する介護時間の承認につ

いては、１日につき２時間から当該部分

休業、当該育児時間、当該子育て部分休

暇または当該高齢者部分休業の承認を受

けて勤務しない時間を減じた時間を超え

ない範囲内で行うものとする。 

３ 練馬区職員の育児休業等に関する条例

（平成４年３月練馬区条例第23号。以下

「育児休業条例」という。）第14条第１

項の規定による部分休業（以下「第１号

部分休業」という。）、条例第17条第１

項の規定による育児時間、次条第５項の

規定による第１号子育て部分休暇または

練馬区職員の高齢者部分休業に関する条

例（令和５年６月練馬区条例第22号。以

下「高齢者部分休業条例」という。）第

２条第１項の規定による高齢者部分休業

の承認を受けて勤務しない時間がある職

員に対する介護時間の承認については、

１日につき２時間から当該第１号部分休

業、当該育児時間、当該第１号子育て部

分休暇または当該高齢者部分休業の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間を

超えない範囲内で行うものとする。 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

（子育て部分休暇） （子育て部分休暇） 

第30条の３ ［略］ 第30条の３ ［略］ 

２ 子育て部分休暇は、正規の勤務時間の

始めまたは終わりに、１日につき２時間

を超えない範囲内で、30分を単位として

承認する。 

２ 条例第18条の３第１項に規定する子育

て部分休暇（以下「子育て部分休暇」と

いう。）の申請をしようとする職員は、

毎年４月１日から翌年３月31日までの期

間ごとに、あらかじめ、つぎの各号に掲

げる範囲内のうちいずれかの範囲内で当

該期間における子育て部分休暇を申請す

るかを委員会に申し出るものとする。 

 ⑴ １日につき２時間を超えない範囲内 

 ⑵ １年につき77時間30分を超えない範

囲内 

［新設］ ３ 前項の規定による申出（以下「第２項

申出」という。）をした職員は、配偶者
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またはパートナーシップ関係の相手方が

負傷または疾病により入院したこと、配

偶者またはパートナーシップ関係の相手

方と別居したことその他の当該申出時に

予測することができなかった事実が生じ

たことにより当該申出内容の変更（以下

「第３項変更」という。）をしなければ

当該職員の子の養育に著しい支障が生じ

ると委員会が認める場合に限り、当該申

出の内容を変更することができる。 

［新設］ ４ 第２項申出をした職員は、当該申出を

した範囲内（第３項変更をした場合にあ

っては、その変更後の範囲内）におい

て、子育て部分休暇を申請することがで

きる。 

［新設］ ５ 第２項第１号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第１号子育て

部分休暇」という。）の承認は、30分を

単位として行うものとする。 

３ 育児休業条例第14条第１項の規定によ

る部分休業、条例第17条第１項の規定に

よる育児時間、条例第18条の２第１項の

規定による介護時間または高齢者部分休

業条例第２条第１項の規定による高齢者

部分休業の承認を受けて勤務しない時間

がある職員に対する子育て部分休暇の承

認については、１日につき２時間から当

該部分休業、当該育児時間、当該介護時

間または当該高齢者部分休業の承認を受

けて勤務しない時間を減じた時間を超え

ない範囲内で行うものとする。 

６ 第１号部分休業、条例第17条第１項の

規定による育児時間、条例第18条の２第

１項の規定による介護時間または高齢者

部分休業条例第２条第１項の規定による

高齢者部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間がある職員に対する第１号子育て

部分休暇の承認については、１日につき

２時間から当該第１号部分休業、当該育

児時間、当該介護時間または当該高齢者

部分休業の承認を受けて勤務しない時間

を減じた時間を超えない範囲内で行うも

のとする。 

［新設］ ７ 第２項第２号に掲げる範囲内で申請す

る子育て部分休暇（以下「第２号子育て

部分休暇」という。）の承認は、１時間

を単位として行うものとする。ただし、

つぎの各号に掲げる場合にあっては、当

該各号に定める時間数の第２号子育て部

分休暇を承認することができる。 
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 ⑴ １回の勤務に係る日ごとの勤務時間

に分を単位とした時間がある場合であ

って、当該勤務時間の全てについて申

請があったとき 当該勤務時間の時間

数 

 ⑵ 第２号子育て部分休暇の残時間数に

１時間未満の端数がある場合であっ

て、当該残時間数の全てについて申請

があったとき 当該残時間数 

［新設］ ８ 育児休業条例第14条の２第１項の規定

による部分休業（以下「第２号部分休

業」という。）の承認を受けて勤務しな

い時間がある職員に対する第２号子育て

部分休暇の承認については、第２項第２

号に掲げる時間から、当該第２号部分休

業の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間を超えない範囲内で行うものとす

る。 

４ 委員会は、子育て部分休暇について、

その事由を確認する必要があると認める

ときは、証明書等の提出を求めることが

できる。 

９ 委員会は、子育て部分休暇について、

つぎの各号に掲げる場合にあっては、当

該各号に係る証明書等の提出を求めるこ

とができる。 

［新設］ ⑴ 養育を必要とする事由を確認する必

要があると認める場合 

［新設］ ⑵ 第２項申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより第３

項変更をしなければ当該子育て部分休

暇に係る子の養育に著しい支障が生じ

るか否かを判断するため必要があると

認める場合 

５ 子育て部分休暇の申請は、これを利用

する日の前日までにシステムに必要な事

項を入力することにより行うものとす

る。ただし、これにより難い場合は、子

育て部分休暇承認申請書（様式第12号）

により行うことができる。 

10 子育て部分休暇の申請、第２項申出お

よび第３項変更は、これを利用する日の

前日までにシステムに必要な事項を入力

することにより行うものとする。ただ

し、これにより難い場合は、子育て部分

休暇簿（別記様式第12号）により行うこ

とができる。 

６ 委員会は、子育て部分休暇の申請につ 11 委員会は、子育て部分休暇の申請につ
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いて、条例第18条の３第１項に定める場

合に該当すると認めるときは、これを承

認しなければならない。ただし、当該申

請に係る期間のうち公務の運営に支障が

ある日または時間については、この限り

でない。 

［新設］ 

いて、条例第18条の３第１項に定める場

合に該当すると認めるときは、これを承

認しなければならない。ただし、当該申

請に係る期間のうち公務の運営に支障が

ある日または時間については、この限り

でない。 

12 前項本文の規定にかかわらず、委員会

は、つぎの各号のいずれかに該当する場

合については、子育て部分休暇を承認す

ることができない。 

 ⑴ 第２号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をして

いる職員について、第１号子育て部分

休暇の申請があった場合 

 ⑵ 第１号部分休業に係る申出（申出内

容の変更による場合を含む。）をして

いる職員について、第２号子育て部分

休暇の申請があった場合 

７ ［略］ 13 ［略］ 

８ 子育て部分休暇の承認取消しの申請

は、システムに必要な事項を入力するこ

とにより行うものとする。ただし、これ

により難い場合は、子育て部分休暇承認

取消申請書（様式第13号）により行うこ

とができる。 

14 子育て部分休暇の承認取消しの申請

は、システムに必要な事項を入力するこ

とにより行うものとする。ただし、これ

により難い場合は、子育て部分休暇承認

取消申請書（別記様式第13号）により行

うことができる。 

９ 委員会は、つぎに掲げる事由に該当す

ると認めるときは、子育て部分休暇の承

認を取り消すものとする。 

15 委員会は、つぎに掲げる事由に該当す

ると認めるときは、子育て部分休暇の承

認を取り消すものとする。 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

 ⑵ 子育て部分休暇を取得している職員

について当該子育て部分休暇に係る子

以外の子に係る子育て部分休暇を承認

しようとするとき。 

⑵ 職員が第３項変更をしたとき。 

 ⑶ 子育て部分休暇を取得している職員

について当該子育て部分休暇の内容と

異なる内容の子育て部分休暇を承認し

ようとするとき。 

 ［削る］ 
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10 職員は、子育て部分休暇に係る子の養

育状況に変更が生じた場合には、システ

ムに必要な事項を入力することにより任

命権者に届け出なければならない。ただ

し、これにより難い場合は、養育状況変

更届（様式第14号）により行うことがで

きる。 

16 職員は、子育て部分休暇に係る子の養

育状況に変更が生じた場合には、システ

ムに必要な事項を入力することにより任

命権者に届け出なければならない。ただ

し、これにより難い場合は、養育状況変

更届（別記様式第14号）により行うこと

ができる。 

  

 （妊娠、出産等についての申出をした職員

に対する意向確認等） 

［新設］ 第30条の８ 条例第18条の６第１項第１号

の規則で定める制度または措置（以下

「出生時両立支援制度等」という。）

は、つぎに掲げる制度または措置とす

る。 

 ⑴ 育児休業法第10条第１項に規定する

育児短時間勤務 

 ⑵ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業 

 ⑶ 条例第11条第１項の規定による深夜

勤務の制限 

 ⑷ 条例第11条の２第１項の規定による

超過勤務の制限 

 ⑸ 条例第11条の３第１項の規定による

超過勤務の制限 

 ⑹ 条例第17条第１項に規定する育児時

間 

 ⑺ 条例第17条第１項に規定する出産支

援休暇 

 ⑻ 条例第17条第１項に規定する子の看

護等のための休暇 

 ⑼ 条例第18条の３に規定する子育て部

分休暇 

［新設］ 第30条の９ 条例第18条の６第１項第１号

の規則で定める事項は、つぎに掲げる事

項とする。 

 ⑴ 出生時両立支援制度等 
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 ⑵ 出生時両立支援制度等の請求先、申

告先または申請先 

 ⑶ 地方公務員等共済組合法第70条の５

第１項に規定する育児時短勤務手当金

その他これに相当する給付に関する必

要な事項 

［新設］ 第30条の10 条例第18条の６第１項または

第２項の規定により、職員に対してこれ

らの項の各号に掲げる措置を講じる場合

は、つぎの各号に掲げるいずれかの方法

（第３号に掲げる方法については、当該

職員が希望する場合に限る。）によって

行わなければならない。 

 ⑴ 面談による方法 

 ⑵ 書面を交付する方法 

 ⑶ 電子メール等の送信による方法（当

該職員が当該電子メール等の記録を出

力することにより書面を作成すること

ができるものに限る。） 

［新設］ 第30条の11 条例第18条の６第１項第３号

および第２項第３号の規則で定める事項

は、つぎに掲げる事項とする。 

 ⑴ 始業または終業の時刻 

 ⑵ 勤務の場所 

 ⑶ 業務量の調整 

 ⑷ 前３号に掲げる事項のほか、委員会

が別に定める事項 

［新設］ 第30条の12 条例第18条の６第２項の規則

で定める期間は、３歳に満たない子を養

育する職員の子が、１歳11月に達する日

の翌々日から２歳11月に達する日の翌日

までの１年間とする。 

［新設］ 第30条の13 条例第18条の６第２項第１号

の規則で定める制度または措置（以下

「育児期両立支援制度等」という。）

は、つぎに掲げる制度または措置とす

る。 
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 ⑴ 育児休業法第10条第１項に規定する

育児短時間勤務 

 ⑵ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業 

 ⑶ 条例第11条第１項の規定による深夜

勤務の制限 

 ⑷ 条例第11条の２第１項の規定による

超過勤務の制限 

 ⑸ 条例第11条の３第１項の規定による

超過勤務の制限 

 ⑹ 条例第17条第１項に規定する子の看

護等のための休暇 

 ⑺ 条例第18条の３に規定する子育て部

分休暇 

［新設］ 第30条の14 条例第18条の６第２項第１号

の規則で定める事項は、つぎに掲げる事

項とする。 

 ⑴ 育児期両立支援制度等 

 ⑵ 育児期両立支援制度等の請求先、申

告先または申請先 

  

付 則 ［略］ 付 則 ［略］ 

 付 則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、令和７年10月１日から施

行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （施行前の準備） 

 ２ この規則による改正後の練馬区立幼稚

園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例施行規則（以下「改正後の規

則」という。）第30条の３の規定による

子育て部分休暇の申出および当該申出内

容の変更ならびに申請は、この規則の施

行の日前においても行うことができる。 
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 （経過措置） 

 ３ 改正後の規則第30条の３第２項第２号

に掲げる範囲内において、この規則の施

行の日から令和８年３月31日までの間に

おける練馬区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12

年３月練馬区条例第72号）第18条の３第

１項に規定する子育て部分休暇の申請を

する場合における同号の規定の適用につ

いては、同号中「77時間30分」とあるの

は「38時間45分」とする。 

 ４ この規則の施行の際、この規則による

改正前の練馬区立幼稚園教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例施行規

則様式第13号および様式第14号による用

紙で現に残存するものは、所要の修正を

加えて、なお使用することができる。 

  

様式第12号 別紙のとおり 別記様式第12号 別紙のとおり 

様式第13号 別紙のとおり 別記様式第13号 別紙のとおり 

様式第14号 別紙のとおり 別記様式第14号 別紙のとおり 
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別記様式第 12号（第 30 条の３関係） 

 

子育て部分休暇承認申請書 

 
年  月  日 

（任命権者） 
殿 

（申 請 者） 
所  属 
氏  名 

 
つぎのとおり子育て部分休暇の承認を申請します。 

１ 申請に係る子 

氏    名  

続  柄  等  

生 年 月 日  年   月   日 

２ 申 請 期 間  
およ び時 間 

期      間 時   間 

年  月  日から 
 
年  月  日まで 

□毎日 
 
□その他 

（    ） 

午前  時  分から 
時  分まで 

午後  時  分から 
時  分まで 

年  月  日から 
 
年  月  日まで 

□毎日 
 
□その他 

（    ） 

午前  時  分から 
時  分まで 

午後  時  分から 
時  分まで 

３ 備    考 
 

 

改正前 



別記様式第12号（第30条の３関係）                                           

年  月  日提出 

子 育 て 部 分 休 暇 簿 

申出対象期間     年度      
       

所  属 職  種 氏  名 職員番号    

       

       

１ 申請に係る子 

氏  名 続 柄 等 生年月日    

    年  月  日    

       

２ 申  出 

申出月日 
申出の内容 

（①または②を記入） 
※申出の内容 

（変更後の内容も共通) 

① 第１号子育て部分休暇 

② 第２号子育て部分休暇 

 

 

   月  日  

       

３ 変更（第１回目） 

変更月日 
変更後の内容 

（①または②を記入） 
変更が必要な事情 

特別の事情の有無 

（有または無を記入） 

承 認 

権者印 
係長印 

  月  日      

       

３ 変更（第２回目） 

変更月日 
変更後の内容 

（①または②を記入） 
変更が必要な事情 

特別の事情の有無  

（有または無を記入) 

承 認 

権者印 
係長印 

  月  日      

       

４ 備  考  

       

（注）第１号子育て部分休暇の申請は別紙１、第２号子育て部分休暇の申請は別紙２を用いること。 

21 

改正後 



第１号子育て部分休暇の申請の場合                                             別紙１ 

年度 

 

 

整理

番号 

 
子育て部分休暇の申請をする期間 

 
 

申 請 

月 日 

申請者

印 

承  認 
出勤簿

整 理 
備  考 

月  日 
毎日／

曜日等 
時  間 

承 認 

権者印 
係長印 

１ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

２ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

３ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

４ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

５ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

６ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

７ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

８ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

９ 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      

10 月 日 から 月 日 まで  時 分 から 時 分 まで 月 日      
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第２号子育て部分休暇の申請の場合                                             別紙２ 

年度                          第２号子育て部分休暇の時間数        時間       分 

 

 

整理

番号 

 
子育て部分休暇の申請をする期間 

 
 

申 請 

時間数 

 
 

 

残時間数 

 
 

申 請 

月 日 

申請者

印 

承  認 
出勤簿

整 理 
備  考 

月  日 時  間 
承 認 

権者印 
係長印 

１ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

２ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

３ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

４ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

５ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

６ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

７ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

８ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

９ 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      

10 月 日 から 月 日 まで 時 分 から 時 分 まで 時間 分 時間 分 月 日      
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別記様式第 13号（第 30 条の３関係） 

 

子育て部分休暇承認取消申請書 
 

年  月  日 
（任命権者） 

殿 
（申 請 者） 

所  属 
氏  名 

 
つぎのとおり子育て部分休暇の承認の取消しを申請します。 

日

付 
休暇の取消し時間 

時間数 申請者 
印 

承認権者 
印 

担当者 
印 備考 

午  前 午  後 

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

月        間        計 時間 
分  

 

改正前 
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別記様式第13号（第30条の３関係） 

 

子育て部分休暇承認取消申請書 
 

年  月  日 
（任命権者） 

殿 
（申 請 者） 

所  属 
氏  名 

 
つぎのとおり子育て部分休暇の承認の取消しを申請します。 

日

付 
休暇の取消し時間 

時間数 申請者 
印 

承認権者 
印 

担当者 
印 備考 

午  前 午  後 

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

 時  分から 
時  分まで 

時  分から 
時  分まで 

時間 
分     

月        間        計 時間 
分  

 

改正後 
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別記様式第 14号（第 30 条の３関係） 

 

養育状況変更届 

 
 

（任命権者）                                 年  月  日 

殿 
（申 請 者）   

所 属 
氏 名 

 

つぎのとおり 子育て部分休暇 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。 
 

１ 届出の事由 
□ 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった。 

□ 同居しなくなった。   □ 負傷・疾病   □ その他（          ） 
□ 子育て部分休暇に係る子が死亡した。 
□ 子育て部分休暇に係る子と離縁した。 
□ 子育て部分休暇に係る子との養子縁組が取り消された。 
□ 子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 
□ 子育て部分休暇に係る子についての民法第817条の２第１項の規定による請求に係る家

事審判事件が終了した。 
□ 子育て部分休暇に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３

号の規定による措置が解除された。 
□ 子育て部分休暇に係る子が練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

第30条の３第１項の規定に該当しなくなった。 
□ その他（                           ） 
 

２ 届出事由が発生した日 
年  月  日 

 
３ 子育て部分休暇の期間 
〔当初の承認期間〕    年  月  日から    年  月  日まで（  か月  日） 
〔変更後の期間〕     年  月  日から    年  月  日まで（  か月  日） 

 
 
（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

改正前 
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別記様式第14号（第30条の３関係） 

 

養育状況変更届 

 
 

（任命権者）                                 年  月  日 

殿 
（申 請 者）   

所 属 
氏 名 

 

つぎのとおり 子育て部分休暇 に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。 
 

１ 届出の事由 
□ 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった。 

□ 同居しなくなった。   □ 負傷・疾病   □ その他（          ） 
□ 子育て部分休暇に係る子が死亡した。 
□ 子育て部分休暇に係る子と離縁した。 
□ 子育て部分休暇に係る子との養子縁組が取り消された。 
□ 子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 
□ 子育て部分休暇に係る子についての民法第817条の２第１項の規定による請求に係る家

事審判事件が終了した。 
□ 子育て部分休暇に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第１項第３

号の規定による措置が解除された。 
□ 子育て部分休暇に係る子が練馬区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

第30条の３第１項の規定に該当しなくなった。 
□ その他（                           ） 
 

２ 届出事由が発生した日 
年  月  日 

 
３ 子育て部分休暇の期間 
〔当初の承認期間〕    年  月  日から    年  月  日まで（  か月  日） 
〔変更後の期間〕     年  月  日から    年  月  日まで（  か月  日） 

 
 
（注）該当する□にはレ印を記入すること。 

改正後 



 1 

議案第３０号 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年９月２日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 



 2  

 



 

3 

 

   練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則（平成12年３月練馬区教育委 

員会規則第８号）の一部をつぎのように改正する。 

 第５条第１項中「および第11号」を「から第13号まで」に改め、同項中第13号

を第15号とし、第12号を第14号とし、第11号のつぎにつぎの２号を加える。 

 ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した期間 

 ⒀ 勤務時間条例第18条の３第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て

部分休暇」という。）により勤務しない期間 

 第５条第５項中「育児休業法第19条第１項に規定する部分休業」を「育児部分

休業」に改め、「勤務時間条例第18条の３に規定する」を削る。 

   付 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

4 

 

 

 



 

5 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 

教育振興部教育指導課 

 

練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由および内容 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の一部改

正により、欠勤等日数の規程に子育て部分休暇および育児部分休業に関する

項目を追加する等所要の改正を行う。 

 

２ 施行期日 
  令和７年10月１日 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中

のつぎに掲げる期間（第５項の規定の適

用を受けるものを除く。以下「欠勤等の

期間」という。）ごとに当該欠勤等の期間

から練馬区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12年

３月練馬区条例第72号。以下「勤務時間

条例」という。）第５条および第６条の規

定による週休日、勤務時間条例第12条お

よび第13条の規定による休日ならびに勤

務時間条例第14条第１項の規定により指

定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例

の規定による１日の正規の勤務時間（以

下「１日の正規の勤務時間」という。）に

ついて勤務しない時間を合計した時間を

７時間45分をもって１日（第１号から第

３号までおよび第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、

第10号および第11号に掲げる期間にあっ

ては３分の１日とする。）として換算し

た日数（１日（第１号から第３号までお

よび第６号から第９号までに掲げる期間

にあっては２分の１日とし、第10号およ

び第11号に掲げる期間にあっては３分の

１日とする。）未満の端数の時間がある

ときはこれを切り捨てた日数とする。）

を合計した日数とする。 

第５条 前条の欠勤等日数は、在職期間中

のつぎに掲げる期間（第５項の規定の適

用を受けるものを除く。以下「欠勤等の

期間」という。）ごとに当該欠勤等の期間

から練馬区立幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例（平成12年

３月練馬区条例第72号。以下「勤務時間

条例」という。）第５条および第６条の規

定による週休日、勤務時間条例第12条お

よび第13条の規定による休日ならびに勤

務時間条例第14条第１項の規定により指

定された代休日（以下「週休日等」とい

う。）を除いた日における勤務時間条例

の規定による１日の正規の勤務時間（以

下「１日の正規の勤務時間」という。）に

ついて勤務しない時間を合計した時間を

７時間45分をもって１日（第１号から第

３号までおよび第６号から第９号までに

掲げる期間にあっては２分の１日とし、

第10号から第13号までに掲げる期間にあ

っては３分の１日とする。）として換算

した日数（１日（第１号から第３号まで

および第６号から第９号までに掲げる期

間にあっては２分の１日とし、第10号か

ら第13号までに掲げる期間にあっては３

分の１日とする。）未満の端数の時間が

あるときはこれを切り捨てた日数とす

る。）を合計した日数とする。 

 ⑴～⑾ ［略］  ⑴～⑾ ［略］ 

 ［新設］  ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した

期間 

  ⒀ 勤務時間条例第18条の３第１項に規

定する子育て部分休暇（以下「子育て
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部分休暇」という。）により勤務しない

期間 

 ⑿・⒀ ［略］  ⒁・⒂ ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の

欠勤等日数の算定に当たっては、１日の

正規の勤務時間の一部について、私事欠

勤等の取扱いを受けた時間、修学部分休

業により勤務しない時間、高齢者部分休

業により勤務しない時間、育児休業法第

19条第１項に規定する部分休業により勤

務しない時間または勤務時間条例第18条

の３に規定する子育て部分休暇により勤

務しない時間（以下「部分休業等により

勤務しない時間」という。）があるとき

は、教育委員会が別に定めるところによ

り、日または時間に換算し、第１項の換

算した日数、合計した日数または勤務し

ない時間に加算する。 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の

欠勤等日数の算定に当たっては、１日の

正規の勤務時間の一部について、私事欠

勤等の取扱いを受けた時間、修学部分休

業により勤務しない時間、高齢者部分休

業により勤務しない時間、育児部分休業

により勤務しない時間または子育て部分

休暇により勤務しない時間（以下「部分

休業等により勤務しない時間」という。）

があるときは、教育委員会が別に定める

ところにより、日または時間に換算し、

第１項の換算した日数、合計した日数ま

たは勤務しない時間に加算する。 

 

  

付 則 ［略］ 付 則 ［略］ 

 付 則 

  この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

 



 

1 

 

議案第３１号 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和７年９月２日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり改正するものとする。 



 

2 

 

 



3 

 

   練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成12年３月練馬区教育委 

員会規則第９号）の一部をつぎのように改正する。 

 第５条第１項中「および第11号」を「から第13号まで」に、「第15号」を「第

17号」に改め、同項中第18号を第20号とし、第12号から第17号までを２号ずつ繰

り下げ、第11号のつぎにつぎの２号を加える。 

 ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した期間 

 ⒀ 勤務時間条例第18条の３第１項に規定する子育て部分休暇（以下「子育て

部分休暇」という。）により勤務しない期間 

 第５条第５項中「勤務時間条例第18条の２」を「勤務時間条例第18条の２第１

項」に、「勤務時間条例第18条の３に規定する子育て部分休暇（以下「子育て部

分休暇」という。）」を「子育て部分休暇」に、「育児休業法第19条第１項に規

定する部分休業（以下「部分休業」という。）」を「育児部分休業」に改め、同

条第６項中「介護休暇」のつぎに「、育児部分休業または子育て部分休暇」を、

「ついては、」のつぎに「それぞれ」を、「育児短時間勤務職員等として在職し

た期間」のつぎに「において介護休暇により勤務しない期間」を加え、「あって

は、」を「あっては」に改め、「定年前再任用短時間勤務職員として在職した期

間」のつぎに「において介護休暇、育児部分休業または子育て部分休暇により勤

務しない期間」を加え、「合計した時間を勤務時間条例」を「それぞれ合計した

時間を勤務時間条例」に改め、同条第７項中「、介護時間、子育て部分休暇また

は部分休業」を「、介護時間」に改め、「それぞれ」、「において介護時間によ

り勤務しない時間」および「において介護時間、子育て部分休暇または部分休業

により勤務しない時間」を削る。 

   付 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行する。 
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令 和 ７ 年 ９ 月 ２ 日 

教育振興部教育指導課 

 

練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

１ 改正の理由および内容 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の一部改

正により、欠勤等日数の規程に子育て部分休暇および育児部分休業に関する

項目を追加する等所要の改正を行う。 

 

２ 施行期日 
  令和７年10月１日 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

現 行 改正案 

（欠勤等日数） （欠勤等日数） 

第５条 前条第１項および第３項の欠勤等

日数は、勤務期間中のつぎに掲げる期間

（第５項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごと

に、当該欠勤等の期間から週休日等を除

いた日における勤務時間条例の規定によ

る１日の正規の勤務時間（以下「１日の

正規の勤務時間」という。）について勤務

しない時間を合計した時間を７時間45分

をもって１日（第10号および第11号に掲

げる期間にあっては３分の２日とし、第

15号に掲げる期間にあっては２日とす

る。）として換算した日数（１日（第10号

および第11号に掲げる期間にあっては３

分の２日）未満の端数の時間があるとき

はこれを切り捨てた日数）を合計した日

数とする。 

第５条 前条第１項および第３項の欠勤等

日数は、勤務期間中のつぎに掲げる期間

（第５項の規定の適用を受けるものを除

く。以下「欠勤等の期間」という。）ごと

に、当該欠勤等の期間から週休日等を除

いた日における勤務時間条例の規定によ

る１日の正規の勤務時間（以下「１日の

正規の勤務時間」という。）について勤務

しない時間を合計した時間を７時間45分

をもって１日（第10号から第13号までに

掲げる期間にあっては３分の２日とし、

第17号に掲げる期間にあっては２日とす

る。）として換算した日数（１日（第10号

から第13号までに掲げる期間にあっては

３分の２日）未満の端数の時間があると

きはこれを切り捨てた日数）を合計した

日数とする。 

 ⑴～⑾ ［略］  ⑴～⑾ ［略］ 

 ［新設］  ⑿ 育児休業法第19条第１項に規定する

部分休業（以下「育児部分休業」とい

う。）をしている職員として在職した

期間 

 ［新設］  ⒀ 勤務時間条例第18条の３第１項に規

定する子育て部分休暇（以下「子育て

部分休暇」という。）により勤務しない

期間 

 ⑿～⒅ ［略］  ⒁～⒇ ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の

欠勤等日数の算定に当たっては、１日の

正規の勤務時間の一部について、修学部

分休業により勤務しない時間、高齢者部

分休業により勤務しない時間、職免条例

第２条の規定により職務に専念する義務

５ 前３項に定めるもののほか、第１項の

欠勤等日数の算定に当たっては、１日の

正規の勤務時間の一部について、修学部

分休業により勤務しない時間、高齢者部

分休業により勤務しない時間、職免条例

第２条の規定により職務に専念する義務
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を免除されたことにより勤務しない時間

（減免基準第２条に規定する承認を受け

ていない期間（団体派遣期間または講演

等を行った期間を除く。）に係るものに

限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間

条例第18条の２に規定する介護時間（以

下「介護時間」という。）もしくは勤務

時間条例第18条の３に規定する子育て部

分休暇（以下「子育て部分休暇」という。）

により勤務しない時間、私事欠勤等の取

扱いを受けた時間または育児休業法第19

条第１項に規定する部分休業（以下「部

分休業」という。）により勤務しない時

間（以下「部分休業等により勤務しない

時間」という。）があるときは、委員会

が別に定めるところにより、日または時

間に換算し、第１項の換算した日数、合

計した日数または勤務しない時間に加算

する。 

を免除されたことにより勤務しない時間

（減免基準第２条に規定する承認を受け

ていない期間（団体派遣期間または講演

等を行った期間を除く。）に係るものに

限る。）、病気休暇、介護休暇、勤務時間

条例第18条の２第１項に規定する介護時

間（以下「介護時間」という。）もしくは

子育て部分休暇により勤務しない時間、

私事欠勤等の取扱いを受けた時間または

育児部分休業により勤務しない時間（以

下「部分休業等により勤務しない時間」

という。）があるときは、委員会が別に

定めるところにより、日または時間に換

算し、第１項の換算した日数、合計した

日数または勤務しない時間に加算する。 

６ 第１項および前２項の規定は、介護休

暇により勤務しない期間については、日

を単位として承認された場合における勤

務しない期間から週休日等を除いた日と

時間を単位として承認された場合におけ

る勤務しない時間を７時間45分をもって

１日として換算した日および１日未満の

端数の時間（育児短時間勤務職員等とし

て在職した期間にあっては、日を単位と

して承認された場合における勤務しない

期間から週休日等を除いた日における勤

務しない時間と時間を単位として承認さ

れた場合における勤務しない時間を合計

した時間を育児短時間勤務職員等に係る

算出率で除して得た時間を７時間45分を

もって１日として換算した日および１日

未満の端数の時間とし、定年前再任用短

時間勤務職員として在職した期間にあっ

ては、日を単位として承認された場合に

６ 第１項および前２項の規定は、介護休

暇、育児部分休業または子育て部分休暇

により勤務しない期間については、それ

ぞれ日を単位として承認された場合にお

ける勤務しない期間から週休日等を除い

た日と時間を単位として承認された場合

における勤務しない時間を７時間45分を

もって１日として換算した日および１日

未満の端数の時間（育児短時間勤務職員

等として在職した期間において介護休暇

により勤務しない期間にあっては日を単

位として承認された場合における勤務し

ない期間から週休日等を除いた日におけ

る勤務しない時間と時間を単位として承

認された場合における勤務しない時間を

合計した時間を育児短時間勤務職員等に

係る算出率で除して得た時間を７時間45

分をもって１日として換算した日および

１日未満の端数の時間とし、定年前再任
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おける勤務しない期間から週休日等を除

いた日における勤務しない時間と時間を

単位として承認された場合における勤務

しない時間を合計した時間を勤務時間条

例第３条第３項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数（以下「定年

前再任用短時間勤務職員に係る算出率」

という。）で除して得た時間を７時間45

分をもって１日として換算した日および

１日未満の端数の時間とする。）を合計

した日および時間が30日を超えない場合

は、適用しない。 

用短時間勤務職員として在職した期間に

おいて介護休暇、育児部分休業または子

育て部分休暇により勤務しない期間にあ

っては日を単位として承認された場合に

おける勤務しない期間から週休日等を除

いた日における勤務しない時間と時間を

単位として承認された場合における勤務

しない時間をそれぞれ合計した時間を勤

務時間条例第３条第３項の規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数（以

下「定年前再任用短時間勤務職員に係る

算出率」という。）で除して得た時間を

７時間45分をもって１日として換算した

日および１日未満の端数の時間とする。）

を合計した日および時間が30日を超えな

い場合は、適用しない。 

７ 第５項の規定は、介護時間、子育て部

分休暇または部分休業により勤務しない

時間については、それぞれ７時間45分を

もって１日として換算した日および１日

未満の端数の時間（育児短時間勤務職員

等として在職した期間において介護時間

により勤務しない時間にあっては当該勤

務しない時間を合計した時間を育児短時

間勤務職員等に係る算出率で除して得た

時間を７時間45分をもって１日として換

算した日および１日未満の端数の時間と

し、定年前再任用短時間勤務職員として

在職した期間において介護時間、子育て

部分休暇または部分休業により勤務しな

い時間にあっては当該勤務しない時間を

それぞれ合計した時間を定年前再任用短

時間勤務職員に係る算出率で除して得た

時間を７時間45分をもって１日として換

算した日および１日未満の端数の時間と

する。）を合計した日および時間が30日

を超えない場合は、適用しない。 

７ 第５項の規定は、介護時間により勤務

しない時間については、７時間45分をも

って１日として換算した日および１日未

満の端数の時間（育児短時間勤務職員等

として在職した期間にあっては当該勤務

しない時間を合計した時間を育児短時間

勤務職員等に係る算出率で除して得た時

間を７時間45分をもって１日として換算

した日および１日未満の端数の時間と

し、定年前再任用短時間勤務職員として

在職した期間にあっては当該勤務しない

時間を合計した時間を定年前再任用短時

間勤務職員に係る算出率で除して得た時

間を７時間45分をもって１日として換算

した日および１日未満の端数の時間とす

る。）を合計した日および時間が30日を

超えない場合は、適用しない。 
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付 則 ［略］ 付 則 ［略］ 

  

 付 則 

 この規則は、令和７年10月１日から施行

する。 

 








































